
   （３） 土地に関する調

　　　　　（単位：件，㎡，千円）

（注）　１
2
　この調は，当年度における土地の取得に対して課したものについて作成した。

　評価して課税したものについては，「住宅用宅地」，「上記以外の宅地」の欄に計上した。
　地目の区分は，取得時の現況による。ただし，農地等を宅地に転用するものについて，宅地として
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① ② ③

件数 面積 価格
特例適用
前の価格

件数 面積 価格
特例適用
前の価格

件数 面積 価格
特例適用
前の価格

- - - - - - - - 7,492 1,853,823 21,998,018 43,996,595

730 40,568 33,501 66,569 73 103,234 302,363 604,726 13,995 9,238,957 72,418,289 144,709,998

1,379 818,604 51,052 51,052 4 4,217 467 467 1,834 8,339,460 793,948 793,948

786 1,180,118 21,033 21,033 - - - - 402 16,192,322 325,066 325,066

442 229,981 9,183 9,183 - - - - 67 505,550 74,673 74,673

3,337 2,269,271 114,769 147,837 77 107,451 302,830 605,193 23,790 36,130,112 95,609,994 189,900,280

価格の全額が法第73条の15の2に規
定する免税点に満たないもの

法第73条の14第6項から第10項ま
で並びに法附則第11条等の課税標
準の特例に該当し，全額控除され
たもの

法第73条の3から第73条の7まで及び
法附則第10条並びに①,②に該当す
る以外のもの

課税標準額

③－④－⑤
減免等される前の税額

④ ⑤ ⑥ ⑦

件数 控除額 件数 面積 価格

1,185 3,030,147 39 11,645 1,856 18,966,015 568,827

27 158,750 6 3,013 267 72,259,272 2,167,151

562 80,006 158 148,051 9,259 704,683 21,085

- - - - - 325,066 9,734

- - - - - 74,673 2,237

1,774 3,268,903 203 162,709 11,382 92,329,709 2,769,034

法第73条の14第6項から第10項まで
並びに法附則第11条等の課税標準の
特例に該当したもので②以外のもの

課税標準の特例を適用した後の額が法第73条の15の2に
規定する免税点に満たないもの

調定額

⑦－⑧－⑨－
⑩－⑪

⑧ ⑨ ⑩ ⑪

件数 減額した額 件数 減額した額 件数 減額した額 件数 減額等した額 件数 減免等した額

3,651 218,188 3,096 266,462 128 83,832 1 23 1 123 84,031

- - - - - - - - 38 3,967 2,163,184

- - - - - - 70 1,284 - - 19,801

- - - - - - 1 6 1 13 9,715

- - - - - - - - - - 2,237

3,651 218,188 3,096 266,462 128 83,832 72 1,313 40 4,103 2,278,968

法第73条の31，他法
の規定により減免等を
したもの

法第73条の24の規定
により全額減額される
もの

法附則第73条の24の
規定に該当したもの
で⑧以外のもの

法第73条の27の2から法第73

条の27の6まで並びに法附則
第11条の4，第12条の規定に

より減額，納税義務の免除を
したもの

⑦のうち第73条の25
の規定の適用により
徴収猶予をしているも
の


